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 新型コロナウイルスの感染拡大により、我が国の経済に多大な影響が広がってお

り、森林・林業・木材産業も例外ではない。緊急事態宣言は、５月３１日まで延長さ

れ、医療対策はもちろんのこと、経済対策が急務となっている。 

 国会では、4月３０日に、新型コロナウイルス感染症に伴う支援策の令和２年度補

正予算が成立しました。農林水産省では、補正予算の成立を受け、「新型コロナウイ

ルス感染症の影響を受ける農林漁業者・食品関連事業者への支援策」のウェブサイト

をオープンしている。 https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/support.html 

 農林水産省のウェブサイトでは、事業目的別のPR動画を含む支援策に加え、他省庁

による支援策や都道府県によるまでも網羅されていますが、林業・木材産業者向けに

整理されている支援策等は次ページの通りとなっている。 

 安倍内閣総理大臣は５月４日に開催された第33回新型コロナウイルス感

染症対策本部で検討結果を受けて記者会見を行い、４月７日に宣言した緊

急事態措置の実施期間を、５月３１日まで延長することを発表した。な

お、当面の実施区域は全都道府県としているが、５月１４日を目途に専門

家の皆様に改めて評価をしていただき、可能であると判断すれば期間満了

を待つことなく、緊急事態を解除する考えであることも併せて表明した。 

5/4に記者会見する安倍内閣総理大臣（首相官邸ホームページから） 
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《国会関連》 

 2日（木）参・農水委 一般質疑 

 6日（月）衆・決算委 決算概要説明 

 7日（火）参・農水委 一般質疑 

15日（水）参・震災復興特委 大臣所信質疑 

《政党関連》 

 1日（水）自・所有者不明土地に関する特命委

員会（土地基本方針及び第７次国土調査事業

十か年計画について） 

15日（水）森林と林業5月号編集会議（新型コロナ

対策としてメールで実施） 

15日（水）令和2年緑化推進運動功労者内閣大臣表

彰受賞者発表（農林水産省） 

22日（水）Sustatinable Forest Action 2020 林

業経験者の募集開始（6/11まで、キックオフ・

チーム顔合わせ会は8/23） 

30日（木）林政審議会（森林・林業白書の諮問） 

令和２年 ４月 国会の動き 令和２年 ４月 業界の動き 


